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令和元年度に係る財政的援助団体等監査の結果に対する措置状況

第１ 監査の結果の報告

令和元年度に係る財政的援助団体等監査の結果については、令和 3 年 5 月18日に議会、

知事及び教育委員会に報告（令和 3 年 5 月18日付け北海道公報第207号で公表）した。

第２ 監査の結果に基づき講じた措置

１ 指摘事項に対する措置

監査実施団体等 指 摘 事 項 講 じ た 措 置

社会福祉法人 (1) 軽費老人ホーム運営費補助金にお 当該団体に対し、入所者から徴収

恵和園 いて、入所者から徴収すべき事務費 すべき事務費の算定に当たっては、

の算定を誤ったことから、補助金 関係通知等を遵守し、適切な事務処

10万8,000円が過大となっていた。 理を行うよう指導しました。

また、過大となっていた補助金の

返還を求め、当該金額の返納を確認

しました。

一般社団法人 (2) 団体が道の補助金を財源として、 当該団体に対し、間接補助事業者

北海道消費者 間接補助事業者に助成金等を全額概 に助成金等を全額概算払したとき

協会 算払したときは、団体の補助事業の は、団体の補助事業の完了は、間接

完了は、間接補助事業に係る実施状 補助事業に係る実施状況の報告書を

況の報告書を受理したときとなる 受理したときとなることを周知し、

が、当該報告書を受理する前に、補 適切な事務処理を行うよう指導しま

助事業が完了したとしていた。 した。

また、この中には、団体が間接補 なお、補助事業の完了期限まで

助事業者に助成金を交付したが、そ に、実施状況の報告書が提出される

の使途が明らかとなる実施状況の報 よう、団体が助成金交付要綱を改正

告書を受理していないため、補助金 したことを確認しました。

の対象経費の確認ができないものが また、団体に対し、未提出分に係

あった。 る実施状況の報告書を間接補助事業

さらに、間接補助事業者への交付 者に提出させた上、助成金の対象経

決定に当たっては、道が行った交付 費を確定させるよう指導し、当該金

決定と同一の条件を付さなければな 額に基づき補助金の対象経費を確認

らないが、当該条件を付していない しました。

ものがあった。 さらに、団体に対し、間接補助事

業者等への交付決定に当たっては、

道が行った交付決定と同一の条件を

付さなければならないことを改めて
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周知し、適切な事務処理を行うよう

指導しました。

北海道新規就 (3) 団体の規定では、会計処理に関し 当該団体に対し、適切な事業計画

農酪農・畜産 て、真実な内容を明瞭に表示するこ や収支計画、これに基づく決算等に

クラスター協 とや全ての取引について正確な記帳 より総会の議決を得るなど、交付要

議会 整理を行うことなどとされている 綱等に基づく適切な事業運営を行う

が、団体では、補助金額のみを会計 よう指導しました。

処理の対象として経理していること

から、全ての取引についての記帳整

理となっておらず、団体の事業内容

を明確な計数により表示していなか

った。

また、この補助金額のみの予算や

決算により、幹事会の協議を経て、

議決機関である総会の議決を得てお

り、総額によらない事業計画兼収支

予算書を策定し、事業を実施するこ

ととしているなど、適切とは認めら

れない事業運営となっていた。

畜産・酪農収益力強化整備等特別

対策事業においては、事業実施主体

である畜産クラスター協議会は、事

業実施及び会計手続を適正に行うこ

とができる体制を有していることな

どが要件とされているが、上記のと

おり、会計処理に関して、団体の事

業内容を明確な計数により表示して

おらず、総額によらない事業計画兼

収支予算書を策定し、事業を実施す

ることとしているなど、適切な事業

運営を行う体制となっていなかっ

た。

北海道150年 (4) 団体が、委託事業であるイベント 道が実行委員会の事務局を担うイ

映像と音楽に の実施前に、委託事業者との間で、 ベントなどの経費執行における不適

よる特別イベ 事業に要する経費や事業内容等に係 切な事務処理及びこれに伴う団体決

ント実行委員 る業務委託契約書を取り交わさない 算事務の遅延の再発防止に向け、関

会 など不適切な事務処理を行ったこと 係法令の遵守はもとより、「実行委

から、団体と委託事業者との間で委 員会方式による事業実施マニュア
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託料についての認識の相違が生じ、 ル」など、実行委員会等の事務適正

このことによって委託事業者から道 化に向けた取組について、改めて周

に支払いを求める民事調停が申し立 知徹底を図りました。

てられ、道が解決金を支払うことと

なったほか、その解決までに時間を

要したことから、決算の作成が遅延

し、団体の規約に定める期間内に総

会の承認を受けていなかった。

北見市鳥獣被 (5) 補助金の出納を管理している団体 当該団体に対し、出納管理の適正

害防止対策協 の会計において、不適切な事務処理 化に努めるとともに、公印及び通帳

議会 が行われ、使途が不明な預金の払出 の保管並びにその取扱いに当たって

しがあった。 は、団体の規定に基づき、適切な運

また、団体の規定では、公印につ 用を行うよう指導しました。

いては、金庫その他の確実な保管設

備のあるものに格納し、これに施錠

の上、厳重に保管しなければならな

いこととされているが、団体名義の

預金通帳とともに、その所在が不明

となっていた。

２ 指導事項に対する措置

(1) 団体に関するもの

項 目 指 導 事 項 講 じ た 措 置

ア 事業の (ｱ) 子育て看護職員等就業定着支援事 当該団体に対し、補助基準額の算定

執行に関 業費補助金において、補助対象とな に当たっては、関係通知等を遵守し、

するもの る事業は、病院及び診療所に従事す 適切な事務処理を行うよう指導しまし

る職員のための保育施設を運営する た。

事業とされ、補助金交付額は当該保 また、再提出された実績報告書によ

育施設を利用する病院及び診療所に り、確定済みの補助金額には影響がな

勤務する職員の児童数や休日保育運 いことを確認しました。

営日数などを基礎として算定される

こととなるが、事業の実績報告に当

たって、病院及び診療所以外の事業

所に勤務する職員の児童数を含めて

いるものがあった。

(ｲ) 道立都市公園の利用料金の額につ 当該団体に対し、利用料金の額につ
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いては、指定管理者が知事の承認を いては、関係法令等に基づき、適切な

受けてこれを定め、これを変更しよ 事務処理を行うよう指導しました。

うとするときも同様に承認を受けな また、未承認の利用料金について

ければならないが、知事の承認を得 は、知事の承認を受けたことを確認し

ない料金により公園施設を利用させ ました。

ているものがあった。

(ｳ) 道と締結した指定管理業務に係る 当該団体に対し、事業の実施に当た

協定書において、指定管理者は、事 っては、協定書で定められた額以上の

業の参加者がけがをした場合に対応 保険金が支払われる傷害保険に加入す

するものとして、協定書で定められ るよう指導しました。

た額以上の保険金が支払われる傷害

保険に加入しなければならないこと

とされているが、支払われる保険金

がこの額に満たない保険に加入して

いるものがあった。

また、保険に加入したときは、当

該保険証券の写しを北海道に提出し

なければならないが、これを行って

いないものがあった。

イ 契約に 大口定期預金による資金運用に係 当該団体に対し、大口定期預金によ

関するも る利率の見積合わせにおいて、団体 る資金運用に係る利率の見積合わせに

の では、一度提示した見積書の撤回は 当たっては、団体の規定に基づき、適

認めないとしているが、見積書の提 切な事務処理を行うよう指導しまし

示者からの申出により、提示された た。

見積書の撤回を認めているものがあ

った。

ウ その他 (ｱ) 森林環境保全整備事業等の執行に 当該団体に対し、補助事業の執行に

団体の経 おいて、補助事業者は、補助事業に 当たっては、関係規定等に基づき、適

理に関す 要した経費とそれ以外の経費とを区 切な会計処理を行うよう指導しまし

るもの 別することができるよう帳簿及び書 た。

類を備え、整理しておかなければな

らないが、これらを整理していない

ものがあった。

(ｲ) 学校法人において、予算の執行に 当該団体に対し、予算額を超える支

ついては、予算額の範囲内で行わな 出に当たっては、団体の規定に基づ

ければならないが、所定の手続きを き、所定の手続を行うよう指導しまし
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行わずに、予算額を超える支出を行 た。

っているものがあった。

(ｳ) 公益法人会計基準においては、貸 当該団体に対し、関係法令及び団体

借対照表は、すべての資産、負債等 の規定に基づき、適切な会計処理を行

の状態を明瞭に表示するものでなけ うよう指導しました。

ればならないが、特定資産につい

て、計上すべき金額と異なる金額を

期末残高としているものがあった。

また、団体の事業運営のために設

置した部会の運営に係る収支等につ

いて、財務諸表に計上していないも

のがあった。

(ｴ) 循環資源利用促進施設設備整備費 当該団体に対し、補助事業により取

補助金において、補助事業により取 得した財産については、補助金交付要

得した財産を担保に供しようとする 綱及び補助指令に基づき適切な管理を

ときは、あらかじめ知事の承認を受 行うよう指導し、令和 2 年11月11日

けなければならないが、承認を受け 付けで担保から除外したことを確認し

ずに、取得した財産を担保に供して ました。

いるものがあった。

(2) 道の部局に関するもの

項 目 指 導 事 項 講 じ た 措 置

ア 補助事業者において、補助金が過 当該団体に対し、過大に受領してい

大となっているものがあったことか た補助金については、返還の手続を行

ら、所管部局においては、書類の審 い、当該金額の返納を確認しました。

査を適切に行い、必要に応じて現地 また、各振興局に対して適切な事務

調査を行うなどして、補助金の額の 処理を行うよう注意喚起を行うととも

確定を適正に行うとともに、団体に に、補助金の額の確定に当たっては、

対して適切な事務処理を行うよう指 実績報告等の書類の審査の際に、必要

導する必要があった。 に応じて現地調査を実施するなど、適

切な事務処理に努めます。

イ 団体が道の補助金を財源として、 当該団体に対し、間接補助事業者に

間接補助事業者に助成金等を全額概 助成金等を全額概算払したときは、団

算払したときは、団体の補助事業の 体の補助事業の完了は、間接補助事業

完了は、間接補助事業に係る実施状 に係る実施状況の報告書を受理したと
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況の報告書を受理したときとなる きとなることを周知し、適切な事務処

が、当該報告書を受理する前に、補 理を行うよう指導しました。

助事業が完了したとしており、この なお、補助事業の完了期限までに、

中には、団体が間接補助事業者に助 実施状況の報告書が提出されるよう、

成金を交付したが、その使途が明ら 団体が助成金交付要綱を改正したこと

かとなる実施状況の報告書を受理し を確認しました。

ていないため、補助金の対象経費の また、団体に対し、未提出分に係る

確認ができないものがあった。 実施状況の報告書を間接補助事業者に

また、団体が行う間接補助事業者 提出させた上、助成金の対象経費を確

への交付決定に当たっては、道が行 定させるよう指導し、当該金額に基づ

った交付決定と同一の条件を付さな き補助金の対象経費を確認しました。

ければならないが、当該条件を付し さらに、団体に対し、間接補助事業

ていないものがあった。 者等への交付決定に当たっては、道が

これらのことから、所管部局にお 行った交付決定と同一の条件を付さな

いては、書類の審査を適切に行い、 ければならないことを改めて周知し、

必要に応じて現地調査を行うなどし 適切な事務処理を行うよう指導しまし

て、補助金の額の確定を適正に行う た。

とともに、団体に対して適切な事務 今後は、書類の審査を適切に行い、

処理を行うよう指導する必要があっ 必要に応じて現地調査を行うなどし、

た。 補助金の額の確定を適切に行います。

ウ 団体の規定では、会計処理に関し 団体の幹事会の構成員として、総会

て、真実な内容を明瞭に表示するこ に付議すべき事項である事業計画や収

とや全ての取引について正確な記帳 支予算等については、幹事会において

整理を行うことなどとされている 十分な確認を行うよう努めます。

が、団体では、補助金額のみを会計 また、所管部として、補助事業者に

処理の対象として経理していること 対して、交付要綱等に基づく適切な事

から、全ての取引についての記帳整 業運営については、指導を徹底すると

理となっておらず、団体の事業内容 ともに、実績報告時において、現地調

を明確な計数により表示していない 査や書類審査による確認を行うなど、

ものがあった。 補助事業が適正に執行されるよう、適

また、この補助金額のみの予算や 切な事務処理に努めます。

決算により、幹事会の協議を経て、

議決機関である総会の議決を得てお

り、総額によらない事業計画兼収支

予算書を策定し、事業を実施するこ

ととしているなど、適切とは認めら

れない事業運営となっているものが

あった。

畜産・酪農収益力強化整備等特別
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対策事業においては、事業実施主体

である畜産クラスター協議会は、事

業実施及び会計手続を適正に行うこ

とができる体制を有していることな

どが要件とされているが、上記のと

おり、会計処理に関して、団体の事

業内容を明確な計数により表示して

おらず、総額によらない事業計画兼

収支予算書を策定し、事業を実施す

ることとしているなど、適切な事業

運営を行う体制となっていないもの

があった。

これらのことから、団体の幹事会

の構成員である道は、幹事会におい

て、総会に付議すべき事項である事

業計画や収支予算等の確認を十分行

うとともに、所管部として、団体の

適切な事業運営について指導する必

要があった。


